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午前１０ 時００分 開会

【楠本計 画課長】 それ では、 ただ いまから 、府中市 都市計 画審

議会を開 会してい ただき たいと 存じ ます。

開会に 先立ちま して、 都市整 備部 長の青木 よりご挨 拶申し 上げ

ます。

【青木都 市整備部 長】 皆さん 、お はようご ざいます 。委員 の皆

様には大 変ご多用 の中ご 出席く ださ いまして 、ありが とうご ざい

ます。

さて、 本日の案 件でご ざいま すが 、審議事 項が２件 でござ いま

す。よろ しくご審 議を賜 ります よう お願い申 し上げま して、 ご挨

拶とさせ ていただ きます 。どう ぞよ ろしくお 願いいた します 。

【楠本計 画課長】 ご審 議いた だく 前に、警 視庁の人 事異動 に伴

いまして 、○○前 府中警 察署長 に代 わり、○ ○府中警 察署長 が１

０月２１ 日付で府 中市都 市計画 審議 会の委員 に委嘱さ れまし たの

で、ご報 告いたし ます。

それで は○○会 長、よ ろしく お願 いいたし ます。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。ただい ま、事務 局より 報告

がありま したよう に、新 たに○ ○委 員が府中 市都市計 画審議 会委

員に委嘱 されまし たので 、まず 初め に○○委 員より一 言ご挨 拶を

お願いい たします 。よろ しくお 願い します。

【委員】 皆さん 、おは ようご ざい ます。８ 月２６日 に、府 中警

察署長に 着任をい たしま した。

私の印 象としま して府 中市は 、非 常に緑が 多くて静 かなま ち、

すばらし いまちと いう印 象を持 って おります 。委員と して、 府中
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市のため に少しで も貢献 できる よう に頑張り たいと思 います ので、

ご指導の ほどよろ しくお 願いし ます 。

【議長】 大変あ りがと うござ いま した。ぜ ひともよ ろしく お願

いしたい と存じま す。

では、 これより 審議会 を開催 いた します。

本日の 委員の皆 様方の 出席状 況で ございま すが、○ ○委員 と○

○委員か ら欠席の 連絡を いただ いて おります 。

また、 会議の開 催の可 否でご ざい ますが、 定足数に 達して おり

ますので 、本日の 会議は 有効に 成立 しており ます。

次に、 本日の会 議の議 事録署 名人 について 決めたい と存じ ます

が、府中 市都市計 画審議 会の運 営規 則第１３ 条第２項 に、議 事録

には、議 長及び議 長が指 名する 委員 が署名す るものと すると 規定

されてお りますの で、私 のほう から 指名させ ていただ いてよ ろし

いでしょ うか。

（「異議な し」の 声）

【議長】 ありが とうご ざいま す。 それでは 、異議な しとい うこ

とでござ いますの で、指 名をさ せて いただき ます。

本日の 議事録の 署名人 でござ いま すが、議 席番号３ 番、○ ○委

員お願い します。 もう１ 名は、 議席 番号４番 、○○委 員にお 願い

いたしま す。よろ しくお 願いし ます 。

本日の 傍聴者で ござい ますが 、今 のところ おりませ んので 、引

き続き進 めさせて いただ きたい と存 じます。

それで は、日程 に従い まして 進め ていきた いと思い ます。 日程

第１、第 １号議案 、府中 都市計 画地 区計画四 谷五丁目 地区地 区計
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画の決定 を議題と いたし ます。

それで は、議案 の説明 をお願 いし ます。

【小林計 画課長補 佐】 それで は、 ただいま 議題とな りまし た第

１号議案 、府中都 市計画 地区計 画四 谷五丁目 地区地区 計画の 決定

につきま して、ご 説明さ せてい ただ きます。

本件に つきまし ては、 本年７ 月２ ６日開催 の本審議 会にお きま

して、ご 審議の上 可決い ただき まし た府中都 市計画地 区計画 四谷

五丁目地 区地区計 画の原 案につ いて 手続きを 進め、こ のたび 地区

計画の決 定を行う にあた り、本 審議 会にお諮 りするも のでご ざい

ます。

前回の 審議会以 後、都 市計画 法に 基づく説 明会や縦 覧、意 見書

の提出、 東京都と の協議 を経て おり ます。意 見書につ きまし ては

２通ござ いました 。本件 につき まし ては、前 回お諮り しまし た原

案からの 変更はご ざいま せん。 今後 につきま しては、 本審議 会の

審議を経 た後に、 都市計 画の告 示を 行う予定 でござい ます。

なお、 本件につ きまし ては、 府中 市が決定 する都市 計画で ござ

います。

それで は、議案 の詳細 及び意 見書 の要旨を 含め、前 回ご審 議い

ただいた 後の手続 きの状 況につ きま して、ス クリーン を用い まし

てご説明 いたしま す。前 方のス クリ ーンをご 覧くださ い。

こちら は、資料 ５ペー ジに記 載し ておりま す地区計 画区域 を示

す位置図 でござい ます。 西府駅 の南 西、国立 府中イン ターチ ェン

ジの南側 に位置す る四谷 五丁目 地内 の約１． ７ヘクタ ールの 区域

で、図の 赤色の区 域でご ざいま す。
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こちら は、地区 計画区 域の航 空写 真でござ います。 図の中 央に

位置しま す赤線で 囲われ た区域 が地 区計画区 域となり ます。

こちら は、資料 １ペー ジに記 載し ておりま す地区計 画の目 標で

ございま す。本地 区は、 府中市 の南 西部に位 置し、地 区周辺 は、

多摩川の 自然や生 産緑地 として 指定 された田 畑が大き な割合 で占

めている 緑豊かな 地域で あり、 地区 内の四谷 下堰緑地 は、市 内で

も有数の 貴重な緑 が多く ありま す。 また、地 区の西側 は工場 等が

立地し、 地区の南 側には 中層の 住宅 、東側に は低層の 住宅が 建ち

並ぶなど 、工業系 建物と 住宅が 共存 している 地区でご ざいま す。

府中市 都市計画 マスタ ープラ ンに おいては 、住工共 存ゾー ンに

位置づけ られ、産 業機能 と居住 機能 の調和・ 共存を図 る土地 利用

を誘導す るととも に、水 と緑の ネッ トワーク 化を図り 、緑の 拠点

として保 全、整備 を行う ことと して います。

これら のことか ら、本 地区で は、 緑の拠点 としての 機能の 保全

と周辺の 緑地との ネット ワーク 化を 図るとと もに、周 辺環境 と調

和したま ち並みを 創出し 、景観 に配 慮した良 好な市街 地環境 を形

成するこ とを目標 として おりま す。

こちら は、資料 ６ペー ジに記 載し ておりま す計画図 １でご ざい

ます。地 区の区分 としま して、 地区 内にある 緑地の自 然環境 を生

かした土 地利用を 図ると ともに 、地 区外の緑 と連続さ せなが ら、

周辺の工 場や住宅 と調和 したま ち並 みを創出 し、景観 に配慮 した

良好な市 街地環境 を形成 するた め、 地区を３ つに区分 し、北 側か

ら順に、 自然環境 保全地 区、環 境配 慮中層地 区、環境 配慮低 層地

区としま す。
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こちら は、資料 １ペー ジに記 載し ておりま す土地利 用の方 針で

ございま す。自然 環境保 全地区 では 、自然環 境を生か した緑 の拠

点として 緑地の保 全を図 ること とし ます。

環境配 慮中層地 区では 、北側 の緑 地を保全 するとと もに、 緑の

連続性に 配慮した 魅力あ る緑地 環境 を形成し 、周辺の まち並 みと

調和のと れた土地 利用を 図るこ とと します。

環境配 慮低層地 区では 、沿道 の緑 化などに よる緑豊 かなま ち並

み及び良 好な景観 を形成 すると とも に、敷地 の細分化 を防止 し、

周辺環境 に配慮し た土地 利用を 図る こととし ます。

こちら は、資料 ２ペー ジに記 載し ておりま す地区施 設の整 備の

方針でご ざいます 。地区 の動線 とし て、沿道 に緑地帯 を配置 した

緑豊かで 安全性の 高い区 画道路 を整 備し、ゆ とりある まち並 みを

形成しま す。

歩行者 に対して 安全で ゆとり ある 歩行空間 を形成す るため 、歩

道状空地 を整備し ます。

緑地は 、既存の 緑地を 保全及 び適 切な維持 ・管理に 十分考 慮し

た地域の 特性を生 かした 緑の拠 点と なるよう な緑地計 画とし ます。

環境緑 地は、公 園や緑 地につ なが る連続し た緑のネ ットワ ーク

を形成す るため、 原則と して、 道路 に面する 敷地の部 分、隣 地に

面する敷 地の部分 のそれ ぞれ２ 分の １以上を 緑化する ものと し、

魅力的な 植栽を行 うもの としま す。 ただし、 やむを得 ない理 由が

あるとき は、敷地 内に同 等の緑 化を 行うこと でこれに 代える こと

ができる ものとい たしま す。

こちら は、資料 ７ペー ジに記 載し ておりま す計画図 ２でご ざい
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ます。地 区施設と いたし まして 、茶 色で示す 幅員６メ ートル の道

路を区画 道路とし て位置 づける とと もに、地 区内の北 側にご ざい

ます緑色 で示す四 谷下堰 緑地を 緑地 として位 置づけま す。

また、 そのほか に、緑 地の南 側に 面して緑 色点線で 示す区 域を

環境緑地 １として 幅員２ ．５メ ート ル以上、 西側道路 に面し て水

色点線で 示す区域 を環境 緑地２ とし て幅員１ メートル 以上、 区画

道路等に 面して紫 色点線 で示す 区域 を環境緑 地３とし て幅員 ０．

５メート ル以上、 東側道 路に面 して 赤色破線 で示す区 域を歩 道状

空地とし て２メー トル以 上を位 置づ けます。

こちら は、資料 ２ペー ジに記 載し ておりま す建築物 等の整 備の

方針でご ざいます 。周囲 の緑と 調和 した良好 な市街地 環境を 形成

すること を目的に 、次の とおり 建築 物等の整 備方針を 定めま す。

１、魅 力的なま ち並み を形成 し、 圧迫感の 軽減を図 るため 、建

築物の敷 地面積の 最低限 度、壁 面の 位置の制 限、壁面 後退区 域に

おける工 作物の設 置の制 限及び 建築 物等の高 さの最高 限度を 定め

ます。

２、景 観に配慮 したま ち並み を形 成するた め、建築 物等の 形態

又は色彩 その他の 意匠の 制限を 定め ます。

３、緑 豊かで安 全な市 街地を 形成 するため 、垣又は 柵の構 造の

制限及び 建築物の 緑化率 の最低 限度 を定めま す。

続きま して、資 料３ペ ージか ら４ ページに 記載して おりま す建

築物等に 関する事 項につ いて、 ご説 明いたし ます。

建築物 等の整備 の方針 でご説 明い たしまし た７つの 項目に つい

て定めま す。
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１つ目 の建築物 の敷地 面積の 最低 限度につ きまして は、環 境配

慮中層地 区におい て５， ０００ 平方 メートル 、環境配 慮低層 地区

において １００平 方メー トルと しま す。

２つ目 の壁面の 位置の 制限に つき まして、 自然環境 保全地 区に

おいては 、建築物 の外壁 又はこ れに 代わる柱 の面は、 資料６ ペー

ジの計画 図１に示 す２号 壁面線 を越 えてはな らないこ ととし 、環

境配慮中 層地区及 び環境 配慮低 層地 区におい ては、建 築物の 外壁

又はこれ に代わる 柱の面 は、計 画図 １に示す １号壁面 線、３ 号壁

面線、４ 号壁面線 を越え てはな らな いことと し、これ に加え 、壁

面の位置 の制限が 適用除 外とな る建 築物を定 めます。

壁面の 位置の制 限が適 用除外 とな る建築物 について でござ いま

すが、物 置その他 これに 類する 用途 に供し、 軒の高さ が２． ３メ

ートル以 下で、か つ、床 面積の 合計 が５平方 メートル 以内で ある

もの、自動 車車庫 で軒の高 さが２ ．３ メートル 以下であ るもの は、

適用除外 とします 。

こちら は、資料 ６ペー ジの計 画図 １でござ います。 計画図 に示

す壁面線 として、 環境配 慮中層 地区 において 、自然環 境保全 地区

や東側道 路に面し て配置 する赤 色一 点鎖線で 示す区域 を１号 壁面

線として ２．５メ ートル 以上、 自然 環境保全 地区にお いて東 側道

路に面し て配置す る紫色 線で示 す区 域を２号 壁面線と して２ メー

トル以上 、西側道 路に面 して配 置す る緑色破 線で示す 区域を ３号

壁面線と して１メ ートル 以上、 区画 道路等に 面して配 置する 水色

点線で示 す区域を ４号壁 面線と して ０．５メ ートル以 上境界 線よ

り後退す ることと します 。
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３つ目 の壁面後 退区域 におけ る工 作物の設 置の制限 につき まし

ては、３ 地区とも に、壁 面の位 置の 制限が定 められて いる区 域の

うち、道 路に面す る敷地 の部分 で緑 を配置し た環境緑 地の区 域及

び歩道状 空地の区 域には 、門、 塀、 その他の 工作物を 設置し ては

ならない こととし ます。 ただし 、電 柱及び環 境緑地内 で行う 緑化

に寄与す るものに つきま しては 、こ の限りで ないこと としま す。

４つ目 の建築物 等の高 さの最 高限 度につき ましては 、環境 配慮

中層地区 において ２５メ ートル 、環 境配慮低 層地区に おいて １０

メートル とします 。

５つ目 の建築物 等の形 態又は 色彩 その他の 意匠の制 限につ きま

しては、３地区 ともに 、建築 物の外 壁 、屋根及 び工作 物の色 彩は、

府中市景 観計画の 色彩基 準に適 合し たものと するとと もに、 屋外

広告物等 を設置す る場合 には、周 囲 の景観と 調和する よう、色 彩、

形態及び 設置場所 に留意 したも のに すること とします 。

６つ目 の垣又は 柵の構 造の制 限に つきまし ては、３ 地区とも に、

道路に面 して設け る垣又 は柵の 構造 は、生け 垣又は透 過性を 有す

るフェン スとし、 垣又は 柵の基 礎の 部分のう ち、高さ が０． ４メ

ートル以 下の部分 につい ては、 適用 除外とし ます。

７つ目 の建築物 の緑化 率の最 低限 度につき ましては 、環境 配慮

中層地区 において 、敷地 面積に 対す る緑化面 積の割合 は１５ パー

セントと します。

続きま して、７ 月２６ 日開催 の審 議会後の 手続きの 状況に つき

まして、 ご報告い たしま す。

本年７ 月２６日 の審議 会以後 、都 市計画法 第１６条 の規定 に基
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づき、８ 月２３日 から９ 月６日 まで の２週間 、地区計 画の原 案の

縦覧を行 うととも に、９月 １３日 ま で意見書 の提出を 求めま した。

縦覧者は ３名で、 意見書 の提出 はご ざいませ んでした 。また 、９

月５日及 び６日に 地権者 に説明 を行 いました 。

その後 、都市計 画法第 １９条 の規 定に基づ き東京都 と協議 を行

い、１０ 月２日付 で意見 のない 旨の 協議結果 通知を受 領し、 都市

計画法第 １７条の 規定に 基づき 、１ ０月３日 から１７ 日まで の２

週間、縦 覧を行い 、同期 間、意 見書 の提出を 求めまし た。縦 覧者

は３名で 、意見書 が２通 ござい まし た。

意見書 の要旨に つきま しては 、そ のほかの 意見に関 するも のと

して３点 ございま した。

なお、 意見書の 要旨及 び市の 見解 につきま しては、 第１号 議案

資料７ペ ージの後 ろにお 付けし てお ります。

意見の １つ目は 、地区 計画区 域か ら多摩川 通りまで 続く四 谷下

堰緑地は 、一体的 に整備 ・保全 され ているの で、全体 を自然 環境

保全地区 として位 置づけ るべき であ るとの内 容です。

この意 見に対す る市の 見解と しま しては、 本地区計 画は、 緑の

拠点とし ての機能 の保全 と周辺 の緑 地とのネ ットワー ク化を 図る

とともに 、周辺環 境と調 和した まち 並みを創 出し、景 観に配 慮し

た良好な 市街地環 境を形 成する こと を目標と しており 、大規 模な

土地利用 転換に伴 い、北 側に位 置す る四谷下 堰緑地等 に配慮 する

ものとし ておりま す。

２つ目 は、四谷 下堰緑 地全体 の維 持・保全 等に関す る事項 を示

すべきで あるとの 内容で す。
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この意 見に対す る市の 見解と しま しては、自 然環境 保全地区 は、

土地利用 の方針に おいて 、自然 環境 を生かし た緑の拠 点とし て緑

地の保全 を図ると してい るとと もに 、地区施 設の整備 の方針 にお

いて、既 存の緑地 を保全 及び適 切な 維持・管 理に十分 考慮し た地

域の特性 を生かし た緑の 拠点と なる ような緑 地計画と すると して

おります 。

３つ目 は、歩道 状空地 につい ては 、道路東 側の既存 の歩道 側に

配置する ことで歩 道の拡 幅を願 いた いとの内 容です。

この意 見に対す る市の 見解と しま しては、 歩道状空 地は、 建築

敷地の一 部を地区 施設と して位 置付 けるもの であると ともに 、敷

地側に配 置するこ とで南 側から 続く 歩道と連 続させ、 歩行者 に対

して安全 でゆとり ある歩 行空間 を形 成してい るとして おりま す。

これら の見解に より、 原案か らの 変更は行 っており ません 。

以上で 、府中都 市計画 地区計 画四 谷五丁目 地区地区 計画に つい

て説明を 終わりま す。よ ろしく ご審 議をお願 いいたし ます。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。ただい ま、第１ 号議案 につ

きまして 、説明が 終わり ました 。

それで は、これ より審 議に入 りた いと思い ます。ご 質問が あり

ましたら お願いい たしま す。

【委員】 １点だ け確認 させて いた だきたい と思いま す。緑 地の

ことです けれども 、環境 配慮中 層地 区のとこ ろにはマ ンショ ンが

今建設中 いうこと で、マ ンショ ンが 建ったと きに、一 定の緑 地を

出さなけ ればなら ないこ とがあ りま すけれど も、その 一部が 自然

環境保全 地区に入 ってい るので すか 、という ことを聞 かれた んで
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すが、別 ですよね 。

そのこ とでお聞 きした いのは 、自 然環境保 全地区、 現存の 四谷

下堰緑地 の今ある 緑地が 、ここ の部 分に限っ てですけ れども 、ど

のぐらい あって、今回プラ スされ る のはどの ぐらいか という こと。

マンショ ンができ ること によっ て整 備する緑 地、それ はどこ にど

のぐらい できるの ですか 。子ど もの 遊び場み たいなと ころは でき

ませんよ ねという ような ことも 聞か れている のですけ れども 、そ

のあたり のことに ついて 、概略 的に 教えてい ただけれ ばと思 いま

す。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。ただい ま○○委 員から 、緑

地につい て２点ほ ど質問 をいた だき ました。 どうです か。

【小林計 画課長補 佐】 今回の こち らの計画 につきま しては 、環

境配慮中 層地区に おきま して、 中高 層建築物 が建築さ れてお りま

す。また 、環境配 慮低層 地区に おき まして、 戸建ての 住宅が 建設

される予 定で、宅 地の造 成が行 われ ていると ころでご ざいま す。

公園に つきまし てです けれど も、 環境配慮 低層地区 で行わ れて

いる開発 事業の公 園につ きまし ては 、府中市 が帰属を 受ける こと

になって おります 。こち らの公 園に つきまし ては、自 然環境 保全

地区内の 一番南側 のとこ ろに、 約１ ．５メー トルの幅 で設置 をし

ていただ くことで 協議を したと ころ でござい ます。

続きま して、環 境配慮 中層地 区に おきまし て設置さ れる公 園で

ございま すけれど も、こ ちらに つき ましては 、自主管 理公園 とい

うことに なりまし て、府 中市に 帰属 を受ける ことには なって おり

ません。 そのため に、自 然環境 保全 地区のほ うには含 んでお りま



12

せんが、 環境配慮 中層地 区内の 一番 北側のと ころに環 境緑地 １と

して、２ ．５メー トル以 上緑地 を設 置してい ただくこ とにな って

おり、こ ちらに公 園を緑 地とし て設 置させて いただい ている とこ

ろでござ います。

こちら について のそれ ぞれの 面積 でござい ますけれ ども、 四谷

下堰緑地 の東側の 部分の 面積に つき ましては 、約４， ７００ 平方

メートル ございま す。こ ちらに つき まして、 南側の環 境配慮 低層

地区の開 発事業に 伴いま して追 加さ れる面積 が、約２ ３０平 方メ

ートルで ございま す。

環境配 慮中層地 区にお いて設 置さ れる公園 の面積に つきま して

は、約５ ００平方 メート ルにな りま して、北 側に設置 される こと

となりま す。

以上で ございま す。

【議長】 ありが とうご ざいま す。 ○○委員 どうぞ。

【委員】 １５パ ーセン ト以上 とい う説明が ありまし たね。 それ

はどこに 対して１ ５パー セント 以上 なのか、 もともと の敷地 に対

してとい うことで すか。

全体の 面積から 見て今 の話だ と、 感覚的で 申しわけ ないん です

けど、緑 地の面積 がちょ っと少 ない ように感 じます。 間違い はな

いですか 。

特に環 境配慮中 層地区 につい て、 約５００ 平方メー トルと 言っ

ていまし たけど、 横長に ただ緑 がで きるだけ なんです かね。 もと

もと期待 していた ものに 対して 、そ ういう緑 地とか、 あるい は公

園的なイ メージと いうの が少な いよ うなイメ ージを受 けるん です
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よ。基準 をクリア してい るとい えば そうなの かもしれ ないの だけ

ど、もと もと、余 りここ にマン ショ ンが欲し くないみ たいな こと

もあった 中で、や むを得 ないな とい うことで 受けたこ となの で、

市として 恩恵がな いので はない かと いうこと もあるの で、も う一

度そこの 緑地、こ れで十 分だと いう ことでお 答えいた だけれ ばと

思うのと 、あわせ て、マ ンショ ンが できるの で、市に 対して 、例

えば教育 の負担金 だとか のメリ ット 的なとこ ろがあれ ば、あ わせ

てお答え いただけ ればと 思いま す。

【議長】 ありが とうござ います 。２ 点お願い したいと 思いま す。

まず、１ ５パーセ ントの 意味合 いと 、何かメ リットが あるん です

かという ご質問で す。よ ろしく お願 いします 。

【小林計 画課長補 佐】 まず、 １５ パーセン トの考え 方でご ざい

ますけれ ども、環 境配慮中 層地区 に おきまし て、１５ パーセン ト、

公園から 今回の場 合は緑 地に代 えさ せていた だいてい るので すが、

それも含 め緑地を １５パ ーセン ト設 置させて いただい ており ます。

緑地には 北側の環 境緑地 １のほ かに も、東側 に設置し ていた だい

ている環 境緑地３ や西側 に設置 して いただい ている環 境緑地 ２、

その他外 構の植栽 などを 含めた 緑地 の合計が １５パー セント 以上

というこ とになり ます。

そのほ か市とし て何か メリッ トは あるのか というこ とにつ きま

しては、 まず一つ は、先 ほど委 員さ んのほう からもご ざいま した

教育の負 担金とい うのが ござい ます 。こちら につきま して、 いた

だくこと になって いると ともに 、保 育所の設 置に代わ りまし て、

こちらに ついても 負担を いただ くと いうこと で協議が 進んで いる
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ところで ございま す。

その他 のメリッ トとい たしま して は、東側 の道路沿 いを、 今回

歩道状に 整備して おりま す。こ ちら の歩道を 設置する ことに 伴い

まして、南 側の歩 道と北側 の歩道 の 連続が図 れること になり ます。

周囲の方 々にも、 安全で ゆとり ある 道路整備 ができる と認識 して

おります 。

以上で ございま す。

【議長】 ありが とうご ざいま す。

どうぞ 。

【委員】 環境配 慮中層 地区に 対し て１５パ ーセント だとい うこ

となんで すよね。 話を聞 いてい ると 、環境配 慮中層地 区とい うの

は全体で ５，００ ０平方 メート ルと いうこと でいいで すか。 ５，

０００平 方メート ルの１ ５パー セン トと言っ たら、先 ほどの 公園

のところ では、５ ００平 方メー トル と、１０ パーセン トしか ない

わけです よね。ち ょっと その辺 がわ かりにく い。もう ちょっ とわ

かりやす く、こう いうこ とだと いう ことで説 明いただ かない と、

ごまかさ れている という ことは ない と思いま すけど、 誤解を 招く

のではな いかとい うこと があり ます から、ち ょっと気 になっ たと

ころです 。

あと、負 担等に ついては 、金額 はこ れからと いうこと ですか ね。

かなりこ の地区は 児童数 も今増 えて いるとこ ろで、近 隣の小 学校

も日新小 学校はプ レハブ を増設 して 、今、校 舎をつく ったり して

いて、ひ ょっとし たらま た足り なく なるかも しれない みたい なこ

ともあり ますから 、きち っとそ うい う対応を してもら いたい 。
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今、ちょ うど工 事をやっ ていて 、結 構通行止 めになっ たりし て、

今年は雨 が多かっ たり台 風があ った りしたせ いかもし れない です

けど、天 気が悪く ても結 構工事 をや っている んです。 通学で 児童

がたくさ ん通って おり危 ないと ころ もありま すから、 そうい う安

全対策に は、改め てきち っと対 応す るように お話をし ていた だけ

ればとい うことは お願い をして おき ます。

最初の ところだ けお答 えいた だけ ればと思 います。 よろし くお

願いしま す。

【楠本計 画課長】 まず 、公共 負担 の関係の ご質問で すが、 前の

ほうに図 面を出さ せてい ただい てい ます。茶 色の部分 が低層 の開

発行為に なります 。これ は都市 計画 法第２９ 条の開発 行為で 、こ

こで出て いる公園 をまず 上の自 然環 境保全地 区のほう に繰り 込め

る。ここ の部分は 、条例 をクリ アし ています 。

それか ら環境配 慮中層 地区、 ここ につきま しては、 事業者 の土

地の中に 緑を設け ますの で、緑 のほ うの公的 な網とい うのは かけ

られませ ん。しか し、現 実的に は緑 として使 えるよう に、既 定の

数字を確 保した中 で対応 させて いた だいてい ます。も ともと 四谷

下堰緑地 自体は、 開発区 域に入 って おりませ んが、こ こをあ えて

今回の地 区計画の 中では 入れさ せて いただい ています 。

この開 発行為に 対する 公共負 担に ついては 、当然条 例で規 定さ

れるもの はクリア した中 で、な おか つ、負担 金につき まして も、

詳細な額 は決まっ ており ません が、 お支払い いただく という こと

で協議を しており ますの で、開 発行 為に対す る事業者 側の公 共負

担という のは、そ れなり の高さ 以上 にあるも のと評価 してご ざい
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ます。

それか ら、交通 の関係 は、十 分事 業者側に 伝えさせ ていた だき

ます。

以上で ございま す。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。

ほかに ご質問あ ります でしょ うか 。○○委 員。

【委員】 ○○と 申しま す。ち ょっ と確認す ることで お伺い しま

す。

３ペー ジの建築 物等に 関する 事項 で、建築 物の敷地 面積の 最低

限度を１ ００平方 メート ルとい うこ とで書い てありま すが、 これ

は１戸当 たりの１ ００平 方メー トル というこ とで理解 してよ ろし

いですか 。

【議長】 １戸当 たりの １００ 平方 メートル でよろし いです かと

いうこと ですが。

【小林計 画課長補 佐】 １戸当 たり の面積で ございま す。

【委員】 そうす ると、 これは ０． ４ヘクタ ールで、 何所帯 ぐら

いできる のでしょ うか。 低層だ けで 結構でご ざいます 。

【小林計 画課長補 佐】 こちら の開 発につき ましては 、２５ 区画

の予定で ございま す。

【委員】 わかり ました 。それ と最 後に、開 発地域以 外の全 体の

バランス ですね。そちらの ほうの 最 低敷地面 積との見 た目で すが、

そういう バランス 的なも のはい かが ですか。 その辺が ちょっ と気

にかかり ましたの で、確 認とい うこ とでお伺 いします 。

【楠本計 画課長】 まず 、住宅 のバ ランスと 申します か、こ の最
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低区画面 積を設定 すると いう考 え方 の根本は 、やはり 居住の 環境

を確保し たいとい う考え 方がご ざい ます。そ の中で市 の中で は、

ある程度 、開発の 場合は １１０ 平方 メートル ですとか 、１０ ０平

方メート ルですと か決め て、行 政指 導させて いただい ていて 、開

発でない 場合もそ ういっ た指導 をさ せていた だいてい ます。 周り

の市の中 で考える 居住水 準は、 これ ぐらいは 確保して いただ きた

いという ことでや ってお ります ので 、市全体 の中での バラン スは

とれてい るものと 評価し てござ いま す。

以上で ございま す。

【委員】 どうも ありが とうご ざい ました。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。

ほかに ございま せんで しょう か。

【委員】 １点だ け確認 させて くだ さい。○ ○です。

○○委 員さんの 質問し た中の もう 一度確認 ですが、 低層の 部分

は北側に 帯状に一 括する という お話 で、それ はそれで 前のと きも

意見を申 し上げま したの で、理 解す るのです が、中層 部分の とこ

ろの５０ ０平方メ ートル という のは 、説明だ と、やは り北側 のほ

うに帯状 みたいに 聞こえ ました 。そ うすると 、いわゆ る通常 マン

ション類 でつくっ た場合 には、 その 一角に５ ００平方 メート ルの

広場がで きて、そ こに住 まれる 方々 の広場み たいな形 で管理 され

ているの で、その 自主管 理がう まく いく場合 、いかな い場合 とい

うのは、 その場所 場所で 、自主 管理 という表 現が非常 に曖昧 なと

ころがあ ります。 そのこ とも前 回意 見を申し 上げまし たが、 今度

の場合も ５００平 方メー トルの 何が しかの広 場になっ た、遊 具と
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かそうい うものを 置いた ような 形に なるのか 、そうで はなく 、あ

くまでも 四谷下堰 緑地に 緑をふ やす という意 味で、四 谷下堰 緑地

側に開発 の範囲の 中に５ ００平 方メ ートルを 帯状につ けて、 トー

タル管理 をすると 。ただ 、自主 管理 ですから 、植えた 木の管 理な

どは管理 組合なり がやる という 方法 もあるわ けで、こ のマン ショ

ンにはそ こに住ま われる 子ども たち の遊び場 みたいな ものは ない

という理 解でよい のか、 その辺 だけ 確認させ てくださ い。

【議長】 わかり ました 。中高 層の ５００平 方メート ル、ど うい

う形で自 主管理さ れるの か。何 かお 答えあり ますでし ょうか 。

【小林計 画課長補 佐】 環境配 慮中 層地区に おける中 高層の 開発

の公園に つきまし ては、 地元の 意見 もござい ます。ま た、府 中市

といたし ましても 、自然 環境保 全地 区に位置 づけてい る四谷 下堰

緑地、数 少ない自 然の形 態の残 った 緑地を保 全するた めに、 北側

に緑地を 帯状につ けると いう判 断は 正しいと 考えまし て、整 備を

していた だいてい るとこ ろでご ざい ます。

こちら の管理に つきま しては 、四 谷下堰緑 地自体が 地元の 有志

の方の管 理をして いる部 分もご ざい ますので 、そうい った方 とも

協議をし ながら、 どうす るかと いう のは検討 していき たいと 考え

ていると ころでご ざいま す。

以上で ございま す。

【委員】 わかり ました 。完成 後は 、形は帯 状に四谷 下堰緑 地と

一体にな るという 、それ 自体は 理解 しました 。

それか ら、管理 の方法 ですけ れど も、民間 の人たち の管理 にお

願いする というこ とです けれど も、 とかくマ ンション 側の自 分た
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ちの敷地 内の部分 という のは、 一般 的にほか にも境が はっき りし

ない部分 があるの ですが 、そう いう ところは 、公とし ては割 と手

をかけて いるので すけれ ども、 マン ション側 のほうの 経費、 要す

るに費用 負担の問 題なん ですよ ね。 自主管理 というの は費用 負担

の問題で 、そこの 部分を 民間に 仮に お願いし たとして も、費 用が

発生する わけです から、 公側の 発生 するお金 と、自主 管理側 で発

生するお 金のやり とりは 、契約 上、 手助けし てもらう 協議は でき

ても、費 用の発生 の部分 は、ど うい う管理を きちっと してい くの

かを決め ておかな いと、 民間の 力と はいいな がら、た だ働き させ

るわけに はいかん でしょ うから 、そ の辺はど ういう考 えでい るの

かだけ、 最後に聞 かせて くださ い。

【議長】 費用負 担のこ れから の方 向づけ、 それは今 決まっ てい

るのか、 これから 協議な のか、 ちょ っとご説 明お願い したい と思

います。 よろしく お願い します 。

【楠本計 画課長】 今回 、なぜ 公園 ではなく て緑地に なって いる

かという のは、四 谷下堰 緑地と いう のは、極 めて地域 に愛さ れて

いて、こ こを大事 にして いると いう ところが 地域性と してご ざい

ます。そ の中で、 通常の 遊具な どを 置く公園 ではなく て、緑 地を

充実させ ようとい うこと で、こう い った土地 利用にな ってい ます。

地区計 画の中で は、ハ ード的 な部 分を、こ ういった 形で決 めさ

せていた だいてい るので すが、 もと もと、こ こについ ては、 自然

保護に非 常に興味 といい ますか 、そ ういった ところに 取り組 んで

いらっし ゃる市民 の方が 入られ てい ますので 、こうい ったと ころ

で、市の ほうとも 、公園 、緑地 管理 と十分協 議しなが ら、中 にキ
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ツネノカ ミソリで すとか 、希少 な植 物などが 入ってい まして 、そ

れらをど うやって 管理し ていこ うか と。

市のほ うでの管 理につ いても 、こ ういうふ うにやっ てくだ さい

とか、詳 細なやり とりを 、ソフ トの 部分です けれども 、現実 には

やらせて いただい ていま して、 今回 、新しく 入れると ころに つき

ましても 、景観協 定を、 地元の 今回 入られる 方たちの 中で協 定を

締結させ ていただ いてい て、単 純に 通常の何 もないと ころに 費用

負担が発 生して、 費用割 合はこ うし ましょう ねという ような 考え

方ではな くて、も ともと 市民が 主体 の管理を している ところ でや

らせてい ただいて いて、 それに 合わ せて管理 を行うと いう考 え方

になって ございま す。

通常の 管理協定 を結ぶ ような やり 方ではな くて、今 は四谷 下堰

緑地を管 理してい る主体 がいら っし ゃるので 、そこと 協議を しな

がら進め させてい ただく という こと でござい ます。

以上で ございま す。

【議長】 よろし いでし ょうか 。

【委員】 言わん とする ことは 何と なくわか るのだけ ど、今 現在

は四谷下 堰緑地と いうの は、公 の土 地を市民 の力で一 緒にや って

いる。と ころが 今回の 開発によ って 、北側の部 分は民地 に、本来、

公園を近 くにつく ろうと したも のを 、一体化 するため に北側 につ

けている 。その敷 地は民 間の土 地な んですよ ね。だか ら、民 間の

土地で発 生する管 理経費 という のが 起きるわ けですか ら、今 まで

のように 公のとこ ろを市 民の力 で公 がきちっ とやって いるも のを、

民間の土 地に対し て、そ の人た ちが どうかか わり合っ ていく のか
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というの は、しっ かり協議 するな り 明確にし ておかな いと、先 々、

いつまで も同じ人 がやっ ている とは 限らない わけだか ら、き ちっ

と協定の 中でも費 用負担 の場合 はど うするの か、その 辺は決 めて

おいた方 が、管理 上、後 々まで 維持 されてい くという ふうに 思っ

ています ので、そ の点は 要望さ せて いただき ます。ひ とつよ ろし

くお願い したいと 思いま す。

以上で す。

【議長】 その 点、協定の中 で、今要 望を出し ていただ いたの で、

この要望 、意見を 取り入 れてよ ろし いですか 。

【楠本計 画課長】 今の ご要望 です けども、 しっかり と受け とめ

させてい ただきま す。景 観協定 の中 で、地域 のコミュ ニティ 形成

について 、仕掛け をつく ってご ざい ます。こ ういった 中で、 地域

と一緒に 対応させ ていた だきた いと 考えてご ざいます 。

以上で す。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。要望と して受け とめて いた

だきたい と思いま す。

ほかに 何かご質 問はご ざいま せん でしょう か。

ないよ うですの で、第 １号議 案、 府中都市 計画地区 計画四 谷五

丁目地区 地区計画 の決定 の件、 議案 のとおり 決定する ことで よろ

しいでし ょうか。

（「異議な し」の 声）

【議長】 ありが とうご ざいま す。 異議なし というこ とで、 認め

たいと思 います。 第１号 議案は 、可 決をさせ ていただ きまし た。

大変あり がとうご ざいま す。
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次に、 日程第２ 、第２ 号議案 、府 中都市計 画生産緑 地地区 の変

更を議題 といたし ます。

それで は、議案 の説明 をお願 いし ます。

【大原公 園緑地課 長】 それで は、 ただいま 議題とな りまし た第

２号議案 、府中都 市計画 生産緑 地地 区の変更 につきま して、 ご説

明いたし ます。

本件は 、生産緑 地の機 能を維 持す ることが 困難とな った生 産緑

地地区の 一部を廃 止する もの、 及び 市街化区 域内にお いて適 正に

管理され ている農 地等に ついて 、生 産緑地地 区の指定 を行う もの

でござい ます。

なお、 本件は、 府中市 が決定 する 都市計画 でござい ます。

それで は、第２ 号議案 、資料 の１ ページを お開きく ださい 。第

１の種類 及び面積 でござ います が、 変更後の 生産緑地 地区の 面積

は、約１ ０３．１ ４ヘク タール でご ざいます 。

第２の 削除のみ を行う 位置及 び区 域でござ いますが 、削除 とな

りますの が１６件 、削除 する面 積は 約３８， ２６０平 方メー トル

でござい ます。

２ペー ジをお開 きくだ さい。 削除 の理由と いたしま して、 買取

り申出に 伴う行為 制限の 解除、 公共 施設等の 用地とし ての取 得、

並びに区 画整理事 業によ り、生 産緑 地の機能 を維持す ること が困

難となっ た生産緑 地地区 の一部 を廃 止するも のでござ います 。

続きま して、第 ３の追 加のみ を行 う位置及 び区域で ござい ます

が、追加 となりま すのが １４件 、追 加する面 積は約２ ４，６ ９０

平方メー トルでご ざいま す。
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追加の 理由とい たしま して、 農業 との調整 を図り、 良好な 都市

環境の形 成に資す るため 、市街 化区 域内にお いて適正 に管理 され

ている農 地等を指 定する もので ござ います。

３ペー ジをお開 きくだ さい。 新旧 対照表で ございま すが、 削除

及び追加 する地区 の面積 と位置 につ きまして 、変更前 と変更 後を

一覧表に まとめた もので ござい ます 。

４ペー ジをお開 きくだ さい。 下段 の変更概 要でござ います が、

１の位置 の変更に つきま しては 、新 旧対照表 のとおり でござ いま

す。２の 区域の変 更につ きまし ては 、計画図 により後 ほどご 説明

いたしま す。３の 面積の 変更に つき ましては 、地区数 は４６ ９件

で変わり なく、府 中市全 体の生 産緑 地地区の 面積は、 約１０ ４．

４９ヘク タールか ら約１ ０３． １４ ヘクター ルとなり 、約１ ．３

５ヘクタ ールの減 となり ます。

なお、 追加指定 にあた りまし ては 、農業委 員会より 、本年 ８月

１２日付 で、生産 緑地と して適 正で あるとの 了承の回 答をい ただ

いており、削除も あわせた 本件の 都 市計画変 更案につ きまし ても、

本年８月 ２９日付 で了承 の回答 をい ただいて おります 。

また、 都市計画 法第１ ９条第 ３項 の規定に 基づき、 東京都 知事

との協議 を行い、 本年９ 月２０ 日付 で、意見 のない旨 の協議 結果

通知を受 けており ます。

その後 、都市計 画法第 １７条 第１ 項の規定 に基づき 、本年 １０

月３日か ら１０月 １７日 までの ２週 間、縦覧 を行い、 同法第 １７

条第２項 の規定に 基づき 意見書 の提 出を求め たところ 、意見 書の

提出はご ざいませ んでし た。



24

今後に つきまし ては、 本審議 会の 審議を経 た後に、 都市計 画変

更の告示 を行う予 定です 。

それで は、変更 の詳細 につき まし て、担当 よりご説 明させ てい

ただきま す。

【角倉公 園緑地課 長補佐 】 そ れで は、府中 都市計画 生産緑 地地

区の個々 の地区に つきま して、 前方 のスクリ ーンによ りご説 明を

させてい ただきま す。ス クリー ンを ご覧くだ さい。

スクリ ーンは、 第２号 議案、 資料 の５ペー ジから１ ８ペー ジの

計画図を 表示いた します 。

初めに 計画図の 表示に ついて ご説 明をいた します。 右下の 凡例

をご覧く ださい。 緑の縦 じま部 分は 、既に指 定されて いる区 域、

赤の塗り つぶし部 分は削 除する 区域 で、図は 上が北と なって おり

ます。

それで は、図面 右側、 番号２ ０、 地区名朝 日町。東 京外国 語大

学の西側 、朝日町 公園の 東側に 位置 し、平成 ２５年２ 月２２ 日に

主たる従 事者の死 亡によ り買取 りの 申出がな されたも ので、 地区

の一部、 約１，０ １０平 方メー トル を削除す るもので す。

続きま して、図 面左側 、番号 ４２ 、地区名 紅葉丘。 西武多 摩川

線の西側 、白糸台 小学校 の北側 に位 置し、平 成２５年 ２月４ 日に

主たる従 事者の死 亡によ り買取 りの 申出がな されたも ので、 地区

の一部、 約９１０ 平方メ ートル を削 除するも のです。

６ペー ジでござ います 。初め に図 面中央の 上側、番 号３０ 、地

区名紅葉 丘。府中 第二中 学校の 西側 に位置し 、平成２ ５年５ 月１

日に主た る従事者 の死亡 により 買取 りの申出 がなされ たもの で、
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地区の全 部、約５ ８０平 方メー トル を削除す るもので す。

続きま して、番 号３０ の西側 、番 号３１、 地区名紅 葉丘。 浅間

山通りの 東側に位 置し、 平成２ ５年 ５月１日 に主たる 従事者 の死

亡により 買取りの 申出が なされ たも ので、地 区の全部 、約８ ６０

平方メー トルを削 除する もので す。

続きま して、番 号３１ の南側 、番 号６２、 地区名白 糸台。 甲州

街道の北 側、府中 第二中 学校の 南西 側に位置 し、平成 ２５年 ３月

２８日に 主たる従 事者の 死亡に より 買取りの 申出がな された もの

で、地区 の全部、 約７５ ０平方 メー トルを削 除するも のです 。

続きま して、図 面右下 、番号 ５８ 、地区名 白糸台。 あんず 通り

の西側、 白糸台体 育館の 南東側 に位 置し、平 成２５年 ２月４ 日に

主たる従 事者の死 亡によ り買取 りの 申出がな されたも ので、 地区

の全部、 約７６０ 平方メ ートル を削 除するも のです。

７ペー ジでござ います 。番号 １０ ２、地区 名白糸台 。京王 線武

蔵野台駅 の東側、 白糸台 通りの 西側 に位置し 、平成２ ５年２ 月２

８日に自 転車駐車 場用地 となり 、地 区の一部 、約４３ ０平方 メー

トルを削 除するも のです 。

８ペー ジでござ います 。初め に図 面中央の 右側、番 号１４ ６、

地区名小 柳町。小 柳小学 校の西 側、 府中第九 中学校の 南側に 位置

し、平成 ２５年５ 月１日 に主た る従 事者の死 亡により 買取り の申

出がなさ れたもの で、地 区の一 部、 約６９０ 平方メー トルを 削除

するもの です。

続きま して、図 面中央 の左側 、番 号１４７ 、地区名 小柳町 。九

中通りの 東側に位 置し、 平成２ ５年 ５月１日 に主たる 従事者 の死
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亡により 買取りの 申出が なされ たも ので、地 区の全部 、約１ ，３

４０平方 メートル を削除 するも ので す。

９ペー ジでござ います 。番号 ２２ １、地区 名新町。 府中第 五中

学校の北 側、東八 道路の 南側に 位置 し、平成 ２５年５ 月１日 に主

たる従事 者の死亡 により 買取り の申 出がなさ れたもの で、地 区の

全部、約 １，０７ ０平方 メート ルを 削除する ものです 。

１０ペ ージでご ざいま す。初 めに 右下の凡 例をご説 明いた しま

す。緑の 塗りつぶ し部分 は、今 回追 加を行う 区域とな ってお りま

す。

それで は、図面 中央、 番号２ ６１ 、地区名 清水が丘 。しみ ず下

通りの南 側、府中 第八小 学校の 北西 側に位置 し、地区 の一部 約３

０平方メ ートルを 追加す るもの です 。

１１ペ ージでご ざいま す。番 号３ ０１、地 区名南町 。中央 自動

車道の南 側、下河 原緑道 の西側 に位 置し、地 区の一部 、約２ ２０

平方メー トルを追 加する もので す。

１２ペ ージでご ざいま す。番 号３ ２３、地 区名本町 。府中 第三

小学校の 南側、下 河原緑 道の西 側に 位置し、 平成２５ 年５月 １日

に主たる 従事者の 死亡に より買 取り の申出が なされた もので 、地

区の全部 、約６７ ０平方 メート ルを 削除する ものです 。

１３ペ ージでご ざいま す。番 号３ ４８、地 区名西原 町。府 中第

七小学校 の南東側 、西原 町東公 園の 北側に位 置し、地 区の一 部、

約４６０ 平方メー トルを 追加す るも のです。

１４ペ ージでご ざいま す。番 号５ ０６、地 区名西府 町。本 宿体

育館の西 側、富士 見通り の南側 に位 置し、平 成２４年 １２月 ２６
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日に主た る従事者 の死亡 により 買取 りの申出 がなされ たもの で、

地区の一 部、約１ ，５９ ０平方 メー トルを削 除するも のです 。

１５ペ ージでご ざいま す。番 号５ ８３、地 区名多磨 町。東 八道

路の南側 、西武多 摩川線 の東側 に位 置し、地 区の全部 、約８ ００

平方メー トルを追 加する もので す。

１６ペ ージでご ざいま す。番 号５ ８４、地 区名栄町 。東八 道路

の北側、 都立府中 高等学 校の北 西側 に位置し 、地区の 全部、 約９

２０平方 メートル を追加 するも ので す。

１７ペ ージでご ざいま す。番 号４ ６６、４ ６７、４ ６８、 ４７

０、地区 名日新町 。いず れの地 区も 国立府中 インター チェン ジの

東側、都 立府中西 高等学 校に隣 接し て位置し 、府中都 市計画 事業

日新町四 丁目土地 区画整 理事業 の施 行により 、地区の 全部、 番号

４６６、 約６，６ １０平 方メー トル 、番号４ ６７、約 ２，７ ４０

平方メー トル、番 号４６ ８、約 １０ ，７００ 平方メー トル、 番号

４７０、 約７，５ ５０平 方メー トル を削除す るもので す。

１８ペ ージでご ざいま す。番号 ５ ８５から ５９３ま での９ 地区、

地区名日 新町。い ずれの 地区も 、府 中都市計 画事業日 新町四 丁目

土地区画 整理事業 の施行 により 、地 区の全部 、番号５ ８５、 約７

６０平方 メートル 、番号 ５８６ 、約 ２，２７ ０平方メ ートル 、番

号５８７ 、約１， ８５０ 平方メ ート ル、番号 ５８８、 約３， ３２

０平方メ ートル、 番号５ ８９、 約１ ，５１０ 平方メー トル、 番号

５９０、 約５，２ ４０平 方メー トル 、番号５ ９１、約 ２，６ ２０

平方メー トル、番 号５９ ２、約 ２， ６６０平 方メート ル、番 号５

９３、約 ２，０３ ０平方 メート ルを 追加する ものです 。
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以上が 、府中都 市計画 生産緑 地地 区の変更 の説明と なりま す。

なお、 第２号議 案の封 筒の中 にご ざいます 図面は、 都市計 画変

更に必要 な図書、 府中都 市計画 生産 緑地地区 の総括図 でござ いま

して、府 中市全域 の地図 に生産 緑地 の区域を 示したも のにな りま

す。

以上で ございま す。よ ろしく ご審 議をお願 いいたし ます。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。日程第 ２、第２ 号議案 、府

中都市計 画生産緑 地地区 の変更 につ いて説明 をしてい ただき まし

た。第２ 号議案に つきま して、 何か ご質問は ございま せんで しょ

うか。

今回、 削除も追 加も大 変多く 、生 産緑地地 区の減少 があっ たの

ですが、 感想はど うです か、○ ○委 員。

【委員】 農業委 員会と しては 、こ の件に関 しては了 承して ござ

います。 面積の大 きい理 由は、 一つ は通常の 主たる従 事者の 死亡

による、 主に相続 税支払 いのた めの 買取り申 出のため の生産 緑地

解除。

もう一 つは、日 新町の 区画整 理と いう事業 がありま して、 事業

で面積が 削除され て、な おかつ 区画 整理され て、生産 緑地に 追加

された。 その面積 がかな り大き いの で、数字 的に大き くなっ たの

ですけれ ども、農 地の変 動に関 して は、追加 申請とい う制度 をき

ちっとつ くってい ただい たので 、そ れで以前 に比べて 減少率 は鈍

くなって いるとい うふう に理解 して います。

そうい う意味で 、死亡 による 解除 に関して は、相続 税の路 線価

評価とい いますか 、農地 評価の やり 方が変わ らない限 り、こ れか
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ら先も当 然出てく るもの と考え てい ます。

あと、 追加申請 のこと ですけ れど も、今後 もこれを 続けて いた

だいて、 農地の減 少に、 歯どめ まで はかかり ませんけ れども 、農

地の減少 を減らし ていた だいて 、農 地の持つ 多面的機 能も言 われ

ています けれども 、防災 や環境 など 、そうい うような 諸々の こと

に役立つ と思いま すので 、ぜひ ぜひ 、こうい う制度を 市当局 でで

きる方法 というの は、こ のぐら いし か正直な いと思っ ていま すの

で、続け ていただ ければ と思っ てお ります。

【議長】 大変あ りがと うござ いま した。何 かご質問 、あり ます

でしょう か。

【委員】 質問で はなく て教え てい ただきた いのです けど、 日新

町で区画 整理によ って削 除して 追加 している ので、そ れぞれ のト

ータル量 がどうい うふう に変わ った のかとい うのと、 区画整 理を

以前ここ でやって いるの で、区 画整 理の減歩 率が幾ら なのか 教え

ていただ ければと 思いま す。

【議長】 ○○委 員から ２点ご 質問 がありま した。よ ろしい です

か。

【塚田地 区整備課 長】 初めに １点 目の従前 、区画整 理前の 面積

と区画整 理後の面 積とい うこと でお 答えさせ ていただ きます 。

区画整 理前の面 積につ きまし ては 、４６６ から４７ ０番、 １７

ページに 表示をし ており ます赤 い部 分、こち らが区画 整理区 域内

の全ての 生産緑地 の位置 です。 これ につきま しては、 合計で 約２

７，６０ ０平方メ ートル になり ます 。

続きま して、追 加面積 でござ いま すが、次 の１８ペ ージの グリ
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ーンで追 加される 部分に つきま して 、全て区 画整理前 の生産 緑地

を、その まま新し く仮換 地とい いま して、換 地された ところ に配

置をした ものでご ざいま す。こ ちら のほうの 面積の合 計につ きま

しては、 約２２， ２６０ 平方メ ート ルとなっ ておりま す。

減歩率 につきま しては 、２６ ．６ ４パーセ ントでご ざいま す。

以上で ございま す。

【議長】 ○○委 員、よ ろしい でし ょうか。

【委員】 はい。

【議長】 いかが ですか 。○○ 委員 。

【委員】 市民感 覚でお 話しし ます ので、認 識がちょ っと違 って

いるかも わかりま せんが 、生産 緑地 という指 定を受け ますと 、税

制の優遇 といいま すか、 そうい うも のが市民 の一人と しては 、あ

るのでは ないかと 。

そうい うものに 対して 、今の 削除 なり追加 なりとい うこと の場

合で、削 除した場 合に、 例えば 期限 が決めら れていて 、その 期限

が生産緑 地であれ ばこう いう税 制で すという ようなこ とを決 めら

れたとし たら、そ の途中 で、理 由は どうであ れ、この 土地で 変更

が行われ ていた場 合は、 市民感 覚と してはち ょっとお かしい んじ

ゃないか という疑 問が出 るわけ です 。

ですか ら、それ に対し て、例 えば 途中で、 そういう 事態が 起こ

った場合 に、どう いう条 件なり 、基 準がある のかどう か、あ った

のかどう かという ことと 、ある いは 、今後ま たこうい う事態 が多

分起こる のは間違 いない と思う けれ ども、そう いうも のに対し て、

市民感覚 が持って いる税 制の不 公正 というも のに対し て、説 得力
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がある何 か説明が あると 、この 都市 計画とは 直接は関 係がな いか

もしれま せんが、 我々の 一般的 な感 じとして 、今まで 生産緑 地で

５０年な り１００ 年なり 生産を する から、こ うですよ という こと

が行われ ていたの に、途 中で、 いや 実はもう 農業に携 わる人 がい

ないとか 、理由は いろい ろある にし ても、そ れはちょ っと市 民感

覚として は、不公 平感を 免れな いの ではない かと。そ の辺の とこ

ろについ て、どう いうお 考えな のか をちょっ とお聞き したい と思

います。

【議長】 ありが とうご ざいま す。 ○○委員 から、市 民感覚 の中

で、生産 緑地法は ちょっ と疑問 があ るところ があるん だけれ ども

という意 見、どう ですか ね。こ れは なかなか 広い分野 のこと です

けれども 、簡単に 説明し ていた だけ ますかね 。

【峯尾資 産税課長 】 生 産緑地 にな った場合 に、評価 額がか なり

低くなり ます。府 中市の 場合に は１ 平方メー トル当た り１０ ８円

と決まっ ておりま して、 これが また 生産緑地 が解除さ れた場 合に

は、相当 高額にな ります 。こち らに つきまし ては法律 で決ま って

おりまし て、年度 の最初 １月１ 日現 在にどう いう状況 になっ てい

るかとい うことで 、そこ で決定 して いくと、 そのよう な状況 にな

っており ます。

以上で ございま す。

【角倉公 園緑地課 長補佐 】 生 産緑 地の制度 につきま して、 簡単

にご説明 をさせて いただ きます 。

生産緑 地は、今 回もご ざいま すが 、追加を させてい ただき ます

と、本審 議会を経 た後の 都市計 画の 告示から ３０年間 、まず 耕作
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をしてい ただくこ ととい うのが 大原 則でござ います。

しかし ながら、 耕作人 におき まし て、削除 の制度で ござい ます

が、主た る従事者 、耕作 をして いる 方が、死 亡、ある いは今 回は

ございま せんが故 障とい うケー ス、 そこの耕 作ができ ないよ うな

状態にな る、そう いった ところ のケ ースに限 ってでご ざいま すけ

れども、 削除する ことが できる とし てござい ます。

したが いまして 、削除 するに は、 大きなハ ードルが まずご ざい

ます。何 が何でも 、理由 によっ てと か、そう いったこ とによ って

削除でき るもので もござ いませ んの で、また そういっ たもの につ

きまして も、個々 に我々が 削除す る ところを 確認をし ており ます。

また、農 業委員会 のほう ともよ く調 整をしな がら、そ ういっ たと

ころを対 応してお ります ので、 厳格 に対応さ せていた だいて いる

ところで ございま す。

以上で ございま す。

【議長】 ご理解 いただ けます か。

【委員】 農業関 係の団 体なも ので 、こうい うふうに 死亡で 農地

を売りに 出すとい うふう な内容 と思 いますけ れども、 そもそ も平

成３年の ときに生 産緑地 法が変 わり まして、 平成４年 より、 今の

府中市の 生産緑地 が設定 されて いま す。

農地に は、生産 緑地と 市街化 農地 という２ つの農地 が府中 には

あります 。今ある のは、 その中 で１ ５０ヘク タールぐ らいの 全体

では農地 があるん ですけ れども 、そ のうちの 今ここに 出てい る１

０３ヘク タールは 生産緑 地、あ との ４０ヘク タールぐ らいは 市街

化農地な んです。
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相続が 発生しま すと、 まず最 初に 、生産緑 地も市街 化農地 も、

宅地並み 課税でま ず税金 の計算 をす るわけで す。生産 緑地は 、も

し農業を やるとい うふう な確約 がと れれば、 その分の 相続税 を、

ちょっと 大まかに 言って しまい ます けど免除 されます 。その かわ

り、市街 化農地に 関して は、宅 地並 み課税で 路線価で やりま すか

ら、数億 という形 の税金 がかか りま す。府中 市の農家 は、大 体、

現実そう いう形に なって います 。

あと、 兄弟が、 要する に相続 人が いらっし ゃる例が 一般的 なん

ですね。 均分相続 ですか ら、農 家の 後継者が 農業をや ってい るわ

けなんだ けれども 、法律 的には 、お 母さんも 入れまし て兄弟 が全

員均等に 相続でき るとい うふう な法 律ですの で、その 辺のと ころ

で、今度 は家庭内 でいろ いろ問 題が 発生して いるのが 現実な んで

す。

そうい う諸々の 事情で 、どう して も土地を 売らざる を得な い。

でないと 相続税が 払えな いとい うの が、現状 の府中市 といい ます

か、この 近郊の農 家の実 態なん です ね。

その辺 のところ が、先 ほど言 いま したけれ ども、土 地の評 価、

例えば家 があって 、物置 がある 。物 置は全部 宅地並み 評価な んで

すね。農 地じゃな いです から。 そう いう形で 、どうし ても税 金を

払わなけ ればいけ なくな ってく ると いうこと で、全員 とはい いま

せんけれ ども、死 亡時に 生産緑 地を 解除した い。

平成３ ４年でこ の今の 期限、 ３０ 年が切れ るんです 。そこ でま

た改めて どうする かとい う判断 が出 ると思い ますけれ ども、現 状、

今のやり 方だと、 どうし てもこ んな 形になら ないと、 うまく 農家
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として続 けていけ ないと いう現 実な んですね 。

あくま で生産緑 地は、 確かに いろ いろ税金 が免除さ れてい ます

けれども 、それに 関して は、縛 りが 本当にき つくて、 ３０年 たた

なければ だめなの と、そ れから 納税 猶予を受 けた場合 には、 死ぬ

まで耕作 しなけれ ばいけ ないと いう ふうな規 定がある 。

あと、 死亡によ り、故 障によ り、 若干の救 済措置が あると いう

形で、通 常の農地 に比べ て、き つい 縛りがあ るという ことを ご理

解いただ ければと 思うの です。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。よろし いでしょ うか。

ほかに ご質問が なけれ ば、採 決を したいと 思います が、よ ろし

いでしょ うか。

では、第 ２号議 案、府中 都市計 画生 産緑地地 区の変更 につい て、

議案のと おり決す ること でよろ しい でしょう か。

（「異議な し」の 声）

【議長】 大変あ りがと うござ いま す。異議 なしとい うこと で、

第２号議 案、可決 をさせ ていた だき ました。 大変あり がとう ござ

いました 。

では、 日程第３ 、その 他とい うこ とでござ いますが 、事務 局か

ら何かあ りますで しょう か。

【髙島計 画課都市 計画担 当主査 】 事務局か らは２点 報告さ せて

いただき ます。

１点目 は、府中 都市計画 生産緑 地 地区の変 更予定に ついて です。

２点目は 、第６次 府中市 総合計 画の 策定につ いて、ご 報告さ せて

いただき ます。
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【議長】 ありが とうご ざいま す。 では、１ 点目から ご説明 をお

願いいた します。 よろし くお願 いい たします 。

【角倉公 園緑地課 長補佐 】 今 後、 生産緑地 地区の削 除変更 が予

定される ものにつ きまし て、本日 お 手元にお 配りをし ており ます、

右上に資 料１と入 ってお ります 府中 都市計画 生産緑地 地区の 変更

削除予定 について により 、ご報 告を させてい ただきま す。

次ペー ジの地図 をご覧 くださ い。 右下に凡 例がござ います 。黒

丸でお示 ししてご ざいま す部分 が、 生産緑地 法第１０ 条の規 定に

基づく買 取り申出 があり 、現在 、生 産緑地地 区として の制限 が解

除されて いる地区 でござ います 。

初めに １ページ 、地区 名は矢 崎町 地区、場 所は中央 自動車 道の

北側、Ｊ Ｒ南武線 の西側 に位置 する 地区でご ざいます 。

続いて 、裏面２ ページ 、地区 名は 住吉町地 区、場所 は四谷 通り

の南側、京 王線の 中河原駅 の北西 側 に位置す る地区で ござい ます。

続いて 、３ペー ジ、地 区名は 若松 町地区、 人見街道 の南側 、若

松小学校 の東側に 位置す る地区 でご ざいます 。

これら の生産緑 地地区 につき まし ては、都 市計画の 削除変 更と

して、平 成２６年 度に開 催予定 の本 審議会に 付議する 予定で ござ

います。

以上で ございま す。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。では、 ２点目に ついて 、ご

報告をお 願いいた します 。

【髙島計 画課都市 計画担 当主査 】 それでは 、２点目 の第６ 次府

中市総合 計画の策 定につ いて、 ご報 告いたし ます。
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本日お 手元にお 配りを してお りま す、右上 に資料２ と記入 して

おります 、リーフ レット に基づ きま して、概 要をご報 告いた しま

す。

１枚お 開きいた だき、 資料の １ペ ージをご 覧くださ い。総 合計

画は市の 最上位計 画とし て、市 の将 来の長期 的な展望 のもと に、

市政のあ らゆる分 野を対 象とし た、 総合的か つ計画的 なまち づく

りの指針 を定める もので あり、 基本 構想及び 基本計画 で構成 して

おります 。

基本構 想は、市 のまち づくり の基 本的な理 念であり 、市の 目指

す新しい 都市像及 び将来 の基本 目標 を示して おり、平 成２６ 年度

を初年度 とし、平 成３３ 年度ま での ８年間を 計画期間 として おり

ます。

基本計 画は、基 本構想 におけ る都 市像及び 基本目標 を実現 する

ために、 市が取り 組む施 策の体 系及 び基本的 な方向を 示すも ので

あり、前 期基本計 画、後 期基本 計画 に分けて 策定し、 それぞ れ４

年間を計 画期間と してお ります 。

右側２ ページを ご覧く ださい 。市 民と市が ともに目 指す都 市像

は、み んなで 創る 笑 顔あふ れる 住みよい まち 、みどり・文 化 ・

にぎわい のある洗 練され た都市 を目 指して、 としてお ります 。

この都 市像は、 まちづ くりの 基本 理念とす る、市民 がまち づく

りに主体 的に参加 しなが ら、相 互に 尊重し協 力し合い 、家族 や地

域でのつ ながりを 大切に し、ふ るさ と府中の 歴史・文 化や自 然環

境を守り 愛着を持 って、 安全安 心で 健やかに 暮らすこ とを踏 まえ

て設定し ておりま す。
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資料を お開きい ただき 、内側 の４ ページ、 ５ページ をご覧 くだ

さい。先ほ どの都 市像を実 現する た めの分野 別の基本 目標を ４つ、

また、行 財政運営 の大綱 を示し てお ります。

基本目 標につき まして は、１ つ目 は、健康 ・福祉分 野とし て、

人と人と が支え合 い幸せ を感じ るま ち、２つ 目は、生 活・環 境分

野として 、安全で 快適に 暮らせ る持 続可能な まち、３ つ目は 、文

化・学習 分野とし て、人 とコミ ュニ ティをは ぐくむ文 化のま ち、

４つ目は 、都市基 盤・産 業分野 とし て、人を 魅了する にぎわ いと

活力のあ るまちと してお ります 。

特に本 審議会に かかわ りの深 い都 市基盤・ 産業分野 の基本 施策

といたし ましては 、計画的 なまち づ くりの推 進、まち の拠点整 備、

公共交通 の利便性 向上、 社会基 盤の 保全・整 備、商工 業の振 興、

都市農業 の育成の ６つを 示して おり ます。

また、 今後、府 中市都 市計画 に関 する基本 的な方針 につき まし

ては、社 会経済情 勢の変 化や、 第６ 次府中市 総合計画 との整 合を

図るため 、改定に 向けた 検討を 行っ てまいり ます。改 定にあ たり

ましては 、本審議 会にご 報告を させ ていただ きながら 進めて まい

りたいと 考えてお ります 。

以上で 報告を終 わりま す。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。ただい ま、事務 局より 、府

中都市計 画生産緑 地地区 の変更 予定 と、第６ 次府中市 総合計 画の

策定につ いて、ご 報告い ただき まし た。

この２ 点につき まして 、何か ご質 問ござい ましたら お願い した

いと思い ます。
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報告了 承という ことで よろし いで しょうか 。

（「異議な し」の 声）

【議長】 ありが とうご ざいま した 。

本日の 議案、ま た報告 でござ いま すが、こ れで全て 終える こと

ができま した。大 変あり がとう ござ います。 委員の皆 様方に は、

大変お力 添えいた だきま して、 あり がとうご ざいまし た。本 日の

府中市都 市計画審 議会、 これで 終わ りとした いと思い ます。

本日は まことに ありが とうご ざい ました。

午前１１ 時１４分 閉会
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以上、会議のてん末を記載してその相違ないことを証するため、ここ

に署名する。

議  長    ○   ○    ○   ○

委  員    ○   ○    ○   ○

委  員    ○   ○    ○   ○


